
令和８年度 食育推進計画 
三次市立八次小学校 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

保育所 

 
 
 各学年の食に関する指導の目標 

 
 
 中学校 

１、２年 ３、４年 ５、６年 担当者等と連携

し、児童・生徒の

実態把握を図ると

ともに、食に関す

る指導の内容を系

統的に行う。 

子どもの実態に

ついて連携を深

める。 

・食べ物や料理の名前が

わかる 

・食事のあいさつの大切

さがわかる 

・正しいはしの使い方や

食器の並べ方がわかる 

・日常の食事に興味・関心をも

ち、楽しく食事をすることが心

身の健康に大切なことがわかる 

・食事が多くの人々の苦労や努

力や自然の恩恵の上に成り立っ

ていることが理解できる 

・マナーを考えることが相手を

思いやり楽しい食事につながる

ことを理解し、実践することが

できる 

・日常の食事に興味・関心をもち、

朝食を含め３食規則正しく食事をと

ることの大切さがわかる 

・食事に関わる多くの人々や自然の

恵みに感謝し、残さず食べようとす

ることができる 

・マナーを考え、会話を楽しみなが

ら気持ちよく会食をすることができ

る 

食に関する指導の目標 
（知識・技能） 
食事の重要性や栄養バランス、食文化等についての理解を図り、健康で健全な食生活に関する知識や技
能を身に付けるようにする。 
（思考力・判断力・表現力等） 
食生活や食の選択について、正しい知識・情報に基づき、自ら管理したり判断したりできる能力を養
う。 
（学びに向かう力・人間性等） 
主体的に，自他の健康な食生活を実現しようとし、食や食文化、食料の生産等に関わる人々に対して感
謝する心を育み、食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を養う。 

【 児童の実態 】 
～R7児童生徒学習意識等調査より～ 
・毎日朝食を食べる 
よく食べる・やや食べる 90.1％ 
あまり・まったく食べない 9.9％ 
 

～R７年４月測定結果より～ 
・肥満傾向にある児童 10.8％ 
・やせ傾向にある児童 1.5％ 

 
・食に関する関心や意欲が低く、食欲に
ムラのある児童が多い。 

・基本的な生活習慣の定着が不十分であ
る 

【 第4次食育推進基本計画 】 
・朝食を欠食する子  0％ 
・ゆっくりよくかんで食べる国民 

55％以上 
・郷土料理や伝統料理を月1回以上食べ
る国民 50％以上 

 
【 第２次三次市健康づくり推進計画】 
・塩分の多い食品を控える人の割合 

55％ 
・毎食，野菜を食べる人の割合 70％ 
・朝ごはんを食べる人の割合 100％ 
・学校給食における三次産農産物を使用
する割合 50％（金額ベース） 

学校教育目標 

進んで学び ともに伸びる 

～進んで学ぶ子（自主） 

ともに学ぶ子（協力） 

学びを生かす子（創造）～ 

食育推進の評価 

〇活動指標  食に関する指導の計画的な実施、学校給食の適切な管理、連携・調整 

〇成果指標  食事の時間が楽しみな児童：80％、食事マナーが大切だと理解している児童：80％ 

地場産物の活用 

〇みよしふるさとランチの日（年３回）：三次産食材の紹介、給食での提供、掲示・指導資料の配付と活用 

〇給食での活用（給食センターにおいて各組織との連携）   〇教科等の学習や体験活動と連携を図る 

食育推進組織（生徒指導部） 

委 員 ： 生徒指導主事・保健主事・養護教諭・栄養教諭・学級担任（体力つくり推進リーダー等） 

家庭・地域との連携 

〇学校給食予定献立表・食育だより・保健だより等の配布    〇地元生産者等を招聘した授業    〇食物アレルギー等対応面談 

食育の視点 
〇食事の重要性 

〇心身の健康 

〇食品を選択する能力 

〇感謝の心 

〇社会性 

〇食文化 

※下線部は重点的な視点 

食に関する指導 

〇教科等における食に関する指導：関連する教科等において食に関する指導の視点を位置付けて指導 

                社会・理科・生活・家庭・体育・道徳・総合的な学習の時間・特別活動 等 

〇給食の時間における食に関する指導：食に関する指導…献立を通して学習、教科等で学習したことを確認 

                 給食指導…準備～片付けの一連の指導の中で習得（準備・片付け・身支度・食事中のマナー等） 

〇個別的な相談指導：肥満やせ傾向・食物アレルギー・疾患・偏食・スポーツ 等 

定期健康診断の結果、日常の食生活の様子のほか保護者からの申し出等により実施 


